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（趣旨） 

第１ 林業事業体木材生産力向上支援事業の実施に当たっては、林業事業体木材生産力向

上支援事業実施要領（令和４年８月 17 日付け４林第３９３号。以下「要領」という。）

によるほか、この運用の定めるところによる。 

 

（優先採択） 

第２ 要領第４の１の規定による交付申請については、以下の事業者からの申請を優先し

て採択する。 

(１) 京の木流通モデル構築支援事業に係る事業実施計画書の承認を受けたグループの

構成員で、京都府産木材認証制度における取扱事業体に認定されている事業者 

(２) 事業計画に掲げる木材生産性の伸び率が大きい事業者 

 

（採択基準） 

第３ 要領の別表１の採択基準の(３)に規定するやむを得ない事情により複数の施業箇所

となる場合とは、市町村森林整備計画で定められる森林施業が一体として効率的に行わ

れうる区域内、又は、市町村森林整備計画で定められる森林施業が一体として効率的に

行われうる区域が定められていない市町村にあっては同一林班内において、所有者の同

意が得られない森林若しくは生育状況等から主伐に適さない森林により分断される場合

に限る。 

 

（書類の提出） 

第４ 要領により知事に提出する書類は、施業箇所が存する市町村を所管する京都府広域

振興局の長（京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあっては京都林務事務所

長。以下「振興局長等」という。）に１部を提出するものとする。 

２ 振興局長等は、要領に定める別記第１号様式及び別記第７号様式の提出があった場合、

その原本を農林水産部長に進達するものとする。 

３ 振興局長等は、要領に定める別記第２号様式及び別記第３号様式の提出があった場合、

その写しを農林水産部長に提出するものとする。ただし、別記第３号様式について要領

第５の３に基づき提出があった場合は、この限りではない。 

 

（収益の使途） 

第５ 事業実施主体は、本補助金を活用して実施する主伐により得られる収益の使途に関



 

して、別紙１の計画書を作成し、要領に定める別記第２号様式に添付すること。 

 

（補助金の説明） 

第６ 事業実施主体は、施業の実施前に、施業箇所を所有する者に対して、口頭、書面の

送付又はその他の方法により、施業の実施に当たって補助金の交付を申請していること

を説明するものとする。ただし、自らが所有する森林で施業を実施する場合は、この限

りではない。 

２ 事業実施主体は、前項を証する資料として別紙２の報告書を作成し、要領に定める別

記第５号様式に添付するものとする。 

 

（検査） 

第７ 要領第 10 の規定によるしゅん工検査は、特に保残すべき広葉樹等を除くすべての

立木が伐採され、伐採木が搬出されていることを現地で確認するほか、森林整備事業検

査要領（昭和 49年６月 24 日付け９林第 494 号。以下「検査要領」という。）の検査に

準じて行うこととする。ただし、検査要領第３条第３項に規定する現地検査の省略は適

用しないものとする。 

 

（現地確認） 

第８ 要領に定める別記第６号様式の提出があった場合は、検査要領に準じて現地確認を

行うものとする。ただし、植栽等について府の補助金の交付申請があった場合には、現

地確認を省略できるものとする。 

 

（事業実施期間の翌年度への延長） 

第９ 事業実施主体は、交付決定に係る年度の翌年度まで事業実施期間を延長する場合、

交付決定に係る年度内における実績を、別記第５号様式により当該年度の３月 31 日ま

でに報告しなければならない。なお、この場合、別記第５号様式別紙の施業期間欄に施

業予定期間を記入し、事業実施期間を延長する理由を記した文書を添付すること。 

２ 知事は、前項の報告を受けた場合には、速やかに検査要領に準じて検査を行うことと

する。 

３ 前項の検査を実施した場合、要領第８の「交付決定に係る年度」を「補助事業が完

了した年度」に読み替える。 

 

   附 則 

 この運用は、令和４年８月 17日から施行する。 

   附 則 

 この運用は、令和４年９月 21日から施行する。 

   附 則 

 この運用は、令和５年３月 14日から施行する。 


